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東京都がカスハラ防止のための団体共通マニュアルを公表しています 

 

◆カスハラ問題に対処する新たなマニュアル 

東京都が「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル（業界マニュアル作成のための手引）」を公表し

ました。これは、各業界団体において、その業界独自のマニュアルを作成する場合に盛り込むべき共通事項および作成上の

ポイントをまとめたものです。都内の事業者以外にも参考となる内容ですので、ご紹介します。 
 

◆主な内容 

① 総論：マニュアルづくりに必要な基本事項として、基本方針やカスハラの定義を定めるとともに、業界で見られる迷惑行

為、業界特有の事情・背景を盛り込みます。そのために、アンケート調査等を行うのも効果的です。 

② 未然防止：カスハラの未然防止が最も大切です。そのためにも、顧客との良好な関係づくりについての啓発、相談体

制の整備、クレームへの初期対応の検討、教育・研修の実施などに取り組むことを挙げています。 

③ 発生時の対応：カスハラの判断基準をつくり、あらゆる場面に備えます。場面別の対応方針や、顧客対応の中止、警

察との連携について検討します。 

④ 発生後の対応：カスハラを受けた方のケアを最優先し、再発防止に取り組みます。組織として対応することが重要です。

顧客等の出入禁止についても方針を定めます。 

⑤ 企業間取引：企業間取引を背景としたカスハラにも要注意です。社員がカスハラの被害者・加害者となる可能性を念

頭に、企業間で連携して対処することが必要です。 
 

このマニュアルには、上記についての具体的手法のほか、取組状況の確認に使えるチェックシート等も掲載されています。

東京都のウェブサイト「ＴＯＫＹＯはたらくネット」からダウンロード可能です。詳細については、以下のホームページをご参照

ください。 
 

【東京都「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」】 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual/index.html 
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「しょくばらぼ」がリニューアルされました 
 

 厚生労働省が運営している職場情報総合サイト「しょくばらぼ」が、2月 27日にリニューアルされ、 

大幅な機能の拡充が行われました。 
 

◆「しょくばらぼ」とは 

「しょくばらぼ」は、企業等の情報を求職者等に総合的・横断的に提供するウェブサイトで、「若者雇用促進総合サイト」、

「女性の活躍推進企業データベース」、「両立支援のひろば」の３サイトに掲載されている各企業の職場情報を収集し、転

載しています。具体的には、残業時間や有給休暇取得率、平均年齢、平均勤続年数、採用・定着状況、中途採用比

率などを掲載し、「えるぼし認定」や「くるみん認定」等の各種認定・表彰の取得等の情報も掲載しています。また、ハローワ

ークインターネットサービスと連携しているため、幅広い情報提供が可能です。 
 

◆リニューアルの内容 

今回のサイトリニューアルでは、上記の３サイトに掲載されていない企業の情報を「独自情報項目」として掲載できるよう

になりました。具体的には、「テレワーク制度」、「副業・兼業」、「正社員転換制度」、「中途採用・経験者採用の定着率」、

「定年制」、「取得可能資格」、「オンボーディング制度・フォロー体制」といった情報となります。 
 

◆「しょくばらぼ」の利用方法 

「しょくばらぼ」には、上記の３サイトに登録した公開情報等を転載して掲載していますが、本サイトの利用者申請を行う

ことで３サイトに掲載を行っていない企業の情報を掲載することができます。 

「しょくばらぼ」は、様々な観点から企業の職場情報を横断的に検索・比較できるウェブサイトです。そのため、企業にとっ

ては職場情報を提供、掲載することで学生や求職者へのＰＲにつながるとともに、入社前後の企業等への印象のギャップ

による早期離職を防ぐ一助となることが期待できます。貴社でも活用を検討してみてはいかがでしょうか。 

情報提供に当たっては、「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定していますので、参考にしてください。 

（https://www.mhlw.go.jp/content/001237234.pdf） 
 

【厚生労働省「「しょくばらぼ」サイトリニューアル等のお知らせ」】 

https://shokuba.mhlw.go.jp/110/20250227102130.html 
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助成金を活用してみませんか？ ～事業主のための雇用関係助成金 

 

◆助成金をご存じですか？ 

雇用関係助成金とは、厚生労働省が提供する人材の雇用に関わる助成金です。 
 

労働者の雇用環境を安定させ、雇用の拡大を図るための政策の一環として設けられており、雇用機会の拡大や障害者

雇用、労働者の能力開発といった目的を果たした事業者に対し助成金を支給しています。 
 

◆様々な助成金 

雇用関係助成金には様々な種類のものがあります。 
 

〇新たに労働者を雇い入れる  ➡ 特定求職者雇用開発助成金、他 

〇労働条件の改善を図る   ➡ 働き方改革推進支援助成金、他 

〇労働者の雇用環境の整備を図る  ➡ キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金、 

65歳超雇用推進助成金、障害者介助等助成金、他 

〇仕事と家庭の両立支援等に取組む ➡ 両立支援等助成金、他 

〇労働者の職業能力の向上を図る  ➡ 人材開発支援助成金、他 

 

【厚生労働省「雇用関係助成金検索ツール」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.

html 

要件に当てはまれば各種助成金の支給を受けられる会社様も多いかと思われます。しかし、助成金は上記のように種類

も多いうえ、申請書類作成、添付書類が多く複雑であるため、決断がつかず、実行をためらう会社様もまた、多いかと思わ

れます。 

“申請できそうな助成金はあるのだろうか？”、“そもそも申請できるのだろうか？”、“申請要件が難しくて分からないし、実

務も複雑で大変そう…” 

各々の会社様のお悩みに沿った助成金の制度の有無をお調べし、受給の可能性を検討したうえで各種手続の代行、

申請のサポートをいたします。 

ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。 
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4月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

10日 
 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 
 

15日 
 

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出［市区町村］ 
  

30日 
 

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、１月～３月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付［都道府県・市町村］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 1期＞［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間 

（4月 1日から 20日または第 1期目の納期限までのいずれか遅い日以降の日までの期間） 

 

 

【当事務所よりひとこと】 
 

４月になりました。新生活をスタートされる方も多いかと思います。変化が多く最初は戸惑うことも多いかもしれませんが、 

少しずつ慣れていけるといいですね。 
 

法律も変わります。 

この４月から育児・介護休業法および雇用保険法の改正が施行されることで対応に追われている企業様も多いのではない 

かと思います。 
 

４月の事務所だよりをお届けします。 

今月は「東京都のカスハラ防止のための各団体共通マニュアル」」、「しょくばらぼサイトリニューアル」、「助成金について」です。 

４月からの法改正とはあまり関わりのない内容ですが、お読みいただけますと幸いにございます。 
 

皆さまのお役に立つことができますよう尽力してまいる所存です。 

引き続きご指導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。 
 

 


